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11．．柳柳井井市市橋橋梁梁個個別別施施設設計計画画（（長長寿寿命命化化修修繕繕計計画画））概概要要        

11..11  背背  景景  

◆我が国の社会資本は、1945年～1955年の戦後復興期を経て経済が飛躍的に成長を遂げた1955年～ 

 1973年の高度経済成長期を中心に急速に整備されました。 

 近年、これらの社会資本の老朽化が進み、高度経済成長期に整備された社会資本ストックが同時に 

 高齢化（供用年数50年以上）を迎えようとしており、柳井市の社会資本も同様、高度経済成長期に 

 多くの道路橋が建設され、高齢化を迎えようとしております。（図1.1.1，図1.1.2参照） 

◆柳井市が管理する道路橋は361橋であり、そのうち建設後50年を経過した道路橋は、現在169橋（約 

 46.8％）ですが、高度経済成長期に建設された多数の道路橋は、今後20年間で急激に高齢化し建設 

 後 50年以上経過する道路橋は、317橋（約 88％）となります。（図1.1.3 参照） 

◆柳井市は、山口県の南東部の山陽側に位置し瀬戸内海に面した市街地地域の道路橋の104橋（約 

 29％）は、主として飛来塩分による塩害の影響を受ける環境にあり、急速な劣化の影響が懸念され、 

 道路橋の維持管理を取り巻く環境は厳しい状況になっています。（図1.1.4 参照） 

◆このような背景から、今までの「事後保全型」の維持管理では、限られた予算により、適切な維持 

 管理が厳しい状況にあります。今後は、計画的かつ効果的な維持管理を行うことにより道路橋の長 

 寿命化を図ることが求められています。 

◆中長期的な維持管理費用の平準化・縮減が可能とされる「予防保全型管理」の維持管理への転換や 

 集約化・撤去等、これまでより戦略的な取組が求められています。 

 

 

 
■：建設された橋梁   ■：建設後50年を経過する橋梁 

図1.1.1 柳井市における道路橋整備の状況及び推移 

 

 
図1.1.2 供用年数ごとの橋数分布 

高度経済成長期 

1955 年～1973 年 
現在 

50 年経過 
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                【現在:2020 年】                          【10年後:2030 年】 

 
 

      
               【20年後:2040 年】                        【30年後:2050 年】 

図 1.1.3 高齢化道路橋の状況・推移 

 

 

 

図 1.1.4 塩害の影響状況 

塩害の影響下 

104 橋(29％) 
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11..22  目目  的的  

◆柳井市は、道路橋としての機能が低下した後に補修や補強工事を行う事後的な対応（事後保全型管 

 理）から、綿密な補修・修繕計画を策定して実行する「予防保全型管理」に転換を図り、耐用年数 

 を概ね 10～50年程度延命化させることに努めています。 

 また、「事後保全型管理」から「予防保全型管理」に転換を図ることで、大幅なコストの縮減を行う 

 とともに、修繕費用の平準化を図り、市民の財産（社会資本）である道路橋を健全な形で後世に残 

 すことを目的として取り組んでいます。 

 

11..33  基基本本方方針針  

◆予防保全型管理は、個別施設計画（長寿命化修繕計画）を策定し、図1.3.1 に示す「PDCAサイクル」 

 に基づき、計画の策定・運用（実行）・検証・改善を継続的に実行します。 

 PDCAサイクルは、「PLAN（橋梁点検結果、維持修繕費の平準化、橋梁の重要度等を踏まえ個別施設 

 計画（長寿命化修繕計画）を策定）」、「DO（計画の実行）」、「CHECK（計画に沿って実行できているか 

 の分析）」、「ACTION（実施結果を検証・検討を行い、計画の改善）」を確実に行うことでより良い個 

 個別施設計画（長寿命化修繕計画）の策定を継続し実行します。 

 PDCAサイクルは、5年に 1度の定期点検結果を踏まえ、10年に 1回の頻度で道路橋の持つ役割や集 

 約化・撤去を検証・更新し維持管理費用の平準化を図ります。 

 

 

 
 
 

図1.3.1 道路橋維持管理の流れ（PDCAサイクル） 

 
 
 
 
 

 

【【PPLLAANN】】  
個個別別施施設設((長長寿寿命命化化修修繕繕))計計画画策策定定 

【【DDOO】】  
計計画画実実行行【【維維持持補補修修・・維維持持修修繕繕】】  

【【CCHHEECCKK】】  
計計画画にに実実施施をを比比較較分分析析  

【【AACCTTIIOONN】】  
実実施施結結果果よよりり計計画画改改善善  

【【橋橋梁梁定定期期点点検検】】  

※1「予防保全型管理」は、健全度に応じて早期段階に予防的な修繕・補修を実施することで、機能の保 

  持・回復を図り、道路橋の耐用年数を延命化する管理手法です。 

  「事後保全型管理」は、施設の機能や性能に関して明らかな不都合が生じてから大規模修繕及び架替

を判断し行う管理手法です。 

※2道路橋の定期点検は、5年に1度の頻度で実施し、道路橋の状態を定期的かつ継続的に把握します。 
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11..44  道道路路メメンンテテナナンンスス事事業業補補助助制制度度ににおおけけるる長長寿寿命命化化修修繕繕基基本本計計画画 

◆長寿命化対策における基本方針 

ライフサイクルコストの縮減が可能となる予防保全型の維持管理を行うため、長寿命化修繕計画を

適時更新するとともに、法定点検結果によるⅢ判定橋梁の補修については積極的な新技術・新材料

等の活用を行います。 

また、柳井市が管理する橋梁の集約化・撤去、機能縮小などについては、周辺環境や利用実態など、

適宜検討し、維持管理の効率化を図ります。 

 

◆新技術の活用方針 

 コスト縮減や維持管理の効率化を図るため、国土交通省「新技術情報提供システム（NETIS）を活用

する等、維持管理に関する最新のメンテナンス技術の積極的な活用を図ります。特に定期点検・補

修設計については、国土交通省の「新技術利用のガイドライン（案）」を参考に新技術等の活用を行

います。 

 

◆費用の縮減に関する具体的な方針 

修繕工事を行うすべての橋梁について、コストの縮減等が見込まれる新技術等を活用するための比

較検討を設計段階から行います。 

法定点検において、積極的な新技術を活用します。また、橋長が短く梯子等による近接目視による

点検が可能な比較的小規模な橋梁は職員による直営点検により点検費用の縮減を図ります。 

 

◆集約化・撤去に関する短期的な数値目標 

 今後5年以内に、集約化が可能と考えられる1橋について撤去を検討し、点検及び補修に要する費

用約50万円／年のコスト縮減を目指します。 

 

◆新技術に関する短期的な数値目標 

業者委託する法定点検を行うすべての橋梁について、ドローンに代表される新技術等の活用を検討

します。特に、法定点検の1巡目で橋梁点検車等を使用した橋梁については発注時に十分検討を行

いコストの縮減を図ります。 

また、橋長が短く梯子等による近接目視の点検が可能な橋梁は、直営点検により点検費用の縮減を

図り、2025年から2029年の 5年間での直営点検の割合を5割以上目標とします。 

 

◆費用縮減に短期的な数値に関する目標 

業者委託する法定点検を行うすべての橋梁について、ドローンに代表される新技術等の活用を検討

し、2025 年から 2029年の 5年間で約100万円のコストの縮減を目標とします。 

また、梯子等による近接目視の点検が可能な橋梁は直営点検により点検費用の縮減を図り2025年か

ら 2029 年の 5年間で予防保全型約9,558千円・事後保全型で約24,277千円のコストの縮減を目標

とします。 
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22．．柳柳井井市市がが策策定定すするる管管理理橋橋梁梁のの現現状状                        

22..11  橋橋種種（（上上部部工工形形式式））ごごととのの橋橋梁梁数数  

◆柳井市が管理する道路橋（橋長L≧2.0m）は、2020年（令和2年）3月末現在で361橋あります。 

 橋梁形式（橋種）よる統計は、図2.1.1及び図2.1.2 に示すように、溝橋（BOX含む）：36橋，RC 

 床版橋：179橋，RCT桁橋：68橋，PCI桁橋：8橋，PCT桁橋：2橋，PC床版橋：27橋，PC中空床版 

 橋：2橋，RC床版鋼 H桁橋：15橋，RC床版鋼鈑桁橋：7橋，鋼鈑桁橋：2橋，石橋：6橋，拡幅な 

 どのよる形式の混合橋：9橋の計361橋となっており、コンクート橋（RC造+PC造）が全体の約91％ 

 （329橋）を占めている状況です。（鋼橋が約7％（26橋）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図2.1.2 橋梁種別分布 

 

図2.1.1 橋種ごとの道路橋数と割合 
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22..22  橋橋長長ごごととのの橋橋梁梁数数  

◆橋長による統計は、図2.2.1 及び図 2.2.2に示すように、橋長L=10.0m未満の小規模橋梁が大半を 

 占めている状況です。橋長L=10.0m 未満の道路橋が283橋（78.4%），橋長L=10m以上の道路橋が78 

 橋（21.6%）となっています。 

 橋長L=20m 以上の道路橋は、22橋（6.1%）あり、うち11橋はコンクリート橋が占めている状況で 

 す。橋長L=100m以上の長大橋は3橋あり、全て鋼橋（鋼鈑桁橋）となっています。 

 橋長が最も長い道路橋は、橋長L=129.1mの 6径間であり、コンクリート橋（RC床版鋼鈑桁橋）と 

 なります。 

 

 

 

 
              図 2.2.2 橋長ごとの道路橋数分布 

 

22..33  幅幅員員ごごととのの橋橋梁梁数数  

◆幅員による統計は、図2.3.1 に示すように、幅員W=4.0m未満が118橋（32.7%）、幅員W=4.0m以上 

 W=8.0m 未満が 175橋（48.5%）、幅員W=8.0m以上が68橋（18.8%）となります。 

 

 

図 2.3.1 幅員ごとの道路橋数分布 

 
図2.2.1 橋長ごとの道路橋数と割合 
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22..44  橋橋梁梁のの損損傷傷状状態態  

◆「山口県橋梁点検要領（案）」に基づき、2014 年～2018年の 4年間において、柳井市が管理する361 

 橋に対する点検・診断を行った結果、全体の16橋（4％）の道路橋が早期に対策が必要な「早期措 

 置段階（健全度判定Ⅲ）」という結果となり、「緊急措置段階（健全度判定：Ⅳ）」の道路橋は1橋で 

 現在は通行止め対応を施しています。（図2.4.1 及び図 2.4.2 参照） 

 一方で、「予防保全段階（健全度判定Ⅱ）」の道路橋が188橋（52％）と大半以上を占め、このまま 

 放置すると、早い段階で「早期措置段階（健全度判定Ⅲ）」に移行することが懸念されます。 

 なお、健全度評価区分については、下記の表2.4.1の指標を参照。 

 

表 2.4.1 健全度評価区分 

 
※山口県橋梁点検要領（案）より抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 
図2.4.2 健全度評価区分ごとの道路橋数 

 
図2.4.1 健全度評価ごとの割合 
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◆橋梁年次別の健全度状況は、図2.4.3～図 2.4.10に示されるように、建設年次が1960年以前の道 

 路橋は、健全度Ⅳの道路橋が1橋あるが、健全度Ⅱ（予防保全段階）の道路橋が60%以上を占める 

 状況であり、健全度Ⅲ（早期措置段階）の道路橋は10%弱と供用年数に対し比較的少ない状況が伺 

 えます。 

◆建設年次が1970年代は、健全度Ⅲ（早期措置段階）及び健全度Ⅳ（緊急措置段階）の道路橋が存在 

 するが、建設年次が1970 年代は、高度経済成長期末期に該当し、コンクリートの品質が影響してい

るものと考えられます。 

  

  図 2.4.3 1940 年以前の健全度評価分布     図 2.4.4 1950 年代の健全度評価分布 

 

 

  

  図 2.4.5 1960 年代の健全度評価分布      図 2.4.6 1970 年代の健全度評価分布 

 

 

  

  図 2.4.7 1980 年代の健全度評価分布      図 2.4.8 1990 年代の健全度評価分布 
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   図 2.4.9 2000 年代の健全度評価分布      図 2.4.10 2010年代の健全度評価分布 

 
 
◆橋梁形式（上部工形式）毎の健全度評価については、図2.4.11～図2.4.14に示されるように、溝 
 橋及び石橋は健全度Ⅰ（健全）が大半を占める状況であるが、コンクリート橋及び鋼橋は健全度Ⅱ

（予防保全段階）が大半を占める状況が伺えます。 
◆健全度Ⅲ（早期措置段階）は、石橋以外の橋種に見受けられ、健全度Ⅳ（緊急措置段階）はコンク 

 リート橋及び鋼橋に存在する状況です。 
 

  

   図 2.4.11 溝橋の健全度評価分布     図 2.4.12 コンクリート橋の健全度評価分布 

 

 

  
   図 2.4.13 鋼橋の健全度評価分布        図 2.4.14 石橋の健全度評価分布 



- 10 - 
 

33．．橋橋梁梁個個別別施施設設計計画画（（長長寿寿命命化化修修繕繕計計画画））                  

33..11  橋橋梁梁個個別別施施設設（（長長寿寿命命化化修修繕繕計計画画））のの基基本本条条件件  

◆計画対象施設は、柳井市が管理する道路橋の361橋（溝橋，横断歩道橋，大型カルバートを含む） 

 を対象とします。 

◆計画期間は、公共施設等総合管理計画策定指針より、中長期的な経費の見込みについて30年以上， 

 公共施設等の現況及び将来の見通しについて10年以上とあることから、今後10年と30年を計画 

 期間とします。また、設定した数値目標に照らし取り組みを評価し、総合管理計画の改訂・更新に 

 繋げていくため、10年毎にPDCAサイクルを実施します。 

◆柳井市が管理する361橋の道路橋全てを対象に予防保全型の管理を行うことは、限られた予算によ

り適切な維持管理が厳しい状況になっているため、これからの計画的・効果的な予防保全型管理を

実施するためには、予防保全型管理が適する道路橋を選定（選択）し管理することが合理的です。

また、予防保全型管理を行う道路橋以外は、従来の事後保全型管理とします。 

◆予防保全型の管理が適する道路橋は、供用期間中に修繕・補修をしないで道路橋の架替判断年齢も 

 しくは耐用年数100年に達しない道路橋とします。（図3.1.1参照） 

 
図 3.1.1 予防保全型の管理が適する道路橋の劣化曲線 

 

◆図3.1.2及び図 3.1.3に示すように、今後修繕・補修をしないで道路橋の架替判断年齢もしくは耐 

 用年数 100年を超過する道路橋については、予防保全型の管理が適する道路橋から除外し、事後保 

 全型管理の道路橋として管理（計画）します。 

◆供用期間中（予定も含む）に修繕・補修を実施した道路橋においては、健全度が回復することが見 

 込まれるため、予防保全型の管理が適する道路橋から除外し、事後保全型管理の道路橋として管理 

 （計画）します。（図3.1.4参照） 

 
図3.1.2 事後保全型の管理が適する道路橋の劣化曲線（健全度Ⅰの場合） 



- 11 - 
 

 

 
図3.1.3 事後保全型の管理が適する道路橋の劣化曲線（健全度Ⅱの場合） 

 
 

 

図 3.1.4 事後保全型の管理が適する道路橋の劣化曲線（修繕・補修実施済の場合） 

 

 

◆柳井市における橋梁個別施設計画（橋梁長寿命化修繕計画）は、管理する道路橋361橋のうち、予 

 防保全管理型として計画する対象橋梁は103橋、事後保全型管理による対象橋梁は258橋により行 

 います。（表3.1.1参照） 

 

表 3.1.1 柳井市が管理する道路橋総数と個別施設（長寿命化）計画対象橋梁数 

 
 
 

33..22  点点検検計計画画  

◆定期点検は、「山口県橋梁定期点検要領（案）」に基づき、専門的な知識及び技能を有する者が、近 

 接目視により、5年に1回の周期で定期的に行うことを基本とします。 

 なお、修繕・補修を実施した場合においても、5年に 1回の周期は変更せず行うものとします。 
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33..33  診診  断断  

◆橋梁の健全度は、表3.3.1～表3.3.3に示す山口県橋梁点検要領に準じ橋梁定期点検を実施し、部 

 材単位での診断を行い、健全度判定（Ⅰ～Ⅳの4段階）を行います。 

 部材単位の健全度が橋梁全体の健全度に及ぼす影響を踏まえ、橋梁単位での診断を行い健全度判定 

 （Ⅰ～Ⅳの4段階）を行います。 

 

表 3.3.1 健全度評価区分 

 

 

表 3.3.2 点検部位 

 
 

 

表 3.3.3 損傷の種類 
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33..44  措措  置置  

◆維持管理（修繕・補修）の優先度は、基本的に健全度Ⅲ以上の緊急性が高い道路橋を優先します。 

 また、表3.4.1に示される長寿命化（橋梁架替判断年齢の延命化）するために定められる補修期限 

 や事業費の平準化を踏まえたうえで、図3.4.1に示す道路橋の重要度と損傷の深刻度や部材の劣化 

 予測を考慮し、総合的に評価した上で、計画的かつ効果的に対策を実施します。 

◆橋梁個別施設計画（橋梁長寿命化修繕計画）は、計画的かつ効果的に修繕や補修を行うほか、5年 

 に一度の定期点検結果により架替えや集約化・撤去を視野に入れ、措置方針を検討し計画的に取り 

 組んでいきます。 

◆今後の人口推移や橋のもつ地域の役割などを踏まえ、集約化・撤去を含めた措置を視野に入れてコ 

 ストの縮減に取り組んでいきます。 

◆限られた予算で効果的及び平準化した維持管理を実行するため、「橋梁の重要度」と「損傷の深刻度」 

 を考慮し、修繕・補修に対する優先度の設定を行います。 

◆設定した優先度に従って、計画的に修繕・補修を実施し、道路橋の長寿命化を図っていきます。 

◆点検等の結果、損傷・劣化が著しく、直ちに対応すべき（健全度Ⅳ）及び早期措置段階（健全度Ⅲ） 

 と判定された道路橋については、最優先で必要な措置を講じ維持管理を行っていきます。 

 

 

図3.4.1 対策優先度評価の方法 

※上記の（ ）内は、優先度評価を行う上での点数配分（重み付）を示す。 

 

◆橋梁個別施設計画（橋梁長寿命化修繕計画）を策定する上で、橋梁架替判断年齢を設定しました。 

 橋梁架替判断年齢は、橋梁の「架替」または「延命」を判断する橋齢とします。 

表 3.4.1 橋梁の架替判断橋齢
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33..55  事事業業効効果果  

◆個別施設計画（長寿命化計画）を策定した103橋（予防保全型管理）については、架替判断年齢が 

 概ね10～30年程度の長寿命化（延命）が見込まれます。（表3.4.1参照） 

◆個別施設計画（長寿命化計画）を策定した103橋（予防保全型管理橋梁）の修繕・補修に要する費 

 用は、図3.5.1に示されるように、事後保全型管理計画に対し、今後の30年間で約32.4億円⇒約 

 13.2億円（▲19.2億円：59%）となり、大幅なコスト縮減が見込まれる計画となります。今後の10 

 年間で約24.1億円⇒約8.1億円（▲16.0億円：66%）となります。 

 

 

 
 

図 3.5.1 架替する場合と補修・修繕する場合の将来事業費予測 

 

 

 

今今後後 3300 年年間間でで  

約約 5599%%削削減減  

今今後後 1100 年年間間でで  

約約 6666%%削削減減  
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◆予防保全型管理の103橋に対する修繕費・補修費（予防保全費）及び点検費の今後30年の総トータ 

 ルコストは、約14.4億円となります。（図3.5.2参照） 

◆今後5年毎のコストは、図3.5.2に示されるように今後5年間で約5.8億円、今後5～10年間で約 

 2.7億円、今後10～15年間で約1.7億円、今後15～20年間で約1.6億円、今後20～25年間で約1.6 

 億円、今後25～30年間で約1.0億円となっており、今後5年間で健全度Ⅲの維持補修費・維持修繕 

 費の処置で飛び抜けたコストとなっていますが、年平均で考えると4,800 万円/年程度の予算になる 

 見込みです。なお、今後5年以降は年平均で考えると3,500万円/年規模の低コストで推移する見込 

 みとなります。 

 

 

 
 

図 3.5.2 予防保全型管理と事後保全型管理の事業費比較 
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◆予防保全型管理の103橋に対する予防保全費（修繕費・補修費＋点検費）及び事後保全型管理の258 

 橋に対する事後保全費（点検費）の今後30年の総トータルコストは、約17.3億円となります。 

 （図3.5.3 参照） 

◆今後5年毎のコストは、図3.5.3に示されるように今後5年間で約6.3億円、今後5～10年間で約 

 3.2億円、今後10～15年間で約2.2億円、今後15～20年間で約2.0億円、今後20～25年間で約2.1 

 億円、今後25～30年間で約1.5億円となっており、今後5年間で健全度Ⅲ・Ⅳの維持補修費・維持 

 修繕費の処置で飛び抜けたコストとなっていますが、年平均で考えると5,800万円/年程度の予算に 

 なり、今後5年以降は年平均で考えると4,400万円/年規模の低コストで推移する見込みです。 

 

 

 
 

図 3.5.3 総事業費の推移
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